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第１章 計画の基本的事項 
 

第１節 計画策定の趣旨及び目的 
 

尾三衛生組合（以下「本組合」という。）は、日進市、みよし市、愛知郡東郷町の２

市１町（以下「構成市町」という。）を行政圏（以下「組合圏域」という。）として、昭

和 49（1974）年にごみの共同処理を行うため、一部事務組合として設立しました。 

本組合のごみ焼却施設は、平成 27（2015）年度から令和元（2019）年度にかけ

て基幹的設備改良工事を実施し、概ね令和 11（2029）年度までの延命化を図ってい

るところです。 

国においては、環境基本法（平成 5（1993）年法律第 91 号）や循環型社会形成推

進基本法（平成 12（2000）年法律第 110 号。以下「循環基本法」という。）の制

定をはじめ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45（1970）年法律第 137

号。以下「廃棄物処理法」という。）、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３

（1991）年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。）の改正、各種リサ

イクル法の制定等、循環型社会形成を目指して法整備が進められ、令和 4（2022）年

度には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（以下「プラスチック資

源循環促進法」という。）が施行されました。 

また、平成 27（2015）年に行われた国連総会では、令和 12（2030）年までの

新たな目標として「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択され、海洋ごみ・海洋汚

染の大幅な削減や食品ロス・食品廃棄物の削減等について日本等の先進国が率先して

取り組むことが目標とされています。さらに、令和 2（2020）年には脱炭素社会を目 

指すための温室効果ガス削減目標として、令和 32（2050）年カーボンニュートラル＊

達成を掲げ、急速な取組が進められています。 

このような状況の中、本組合においても、資源循環やごみの衛生的かつ安全な処理を

継続することで、ＳＤＧｓの達成に向けて取り組むとともに、持続可能な社会の形成を

推進していきます。 

ごみ処理基本計画に関しては、第 1 期ごみ処理基本計画を平成 24（2012）年 3

月に策定し、平成 29（2017）年 3 月に見直し（第 2 期ごみ処理基本計画）を行っ

ています。この計画に基づいて、ごみの適正処理や資源化の推進等、資源循環の取組を

推進してきました。今回、前計画の取組の進捗状況や令和 3（2021）年度における目

標の達成状況を確認・検証し、今後の計画について必要な見直しを行い、ごみ処理基本

計画【令和 5（2023）年度～令和 14（2032）年度】（以下「本計画」という。）の

策定を行うものです。 

＊カーボンニュートラルとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、

森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味します。 

 

  



第２節 計画の位置づけ 
 

ごみ処理基本計画の位置づけは、図１－1 に示すとおりです。 

本計画は、廃棄物処理法に基づき策定するものであり、一般廃棄物処理基本計画のう

ち、生活排水を除くごみに関する計画を定めるもので、関係法令をはじめ、関連計画と

の整合を図り、長期的視点に立った基本方針を定めます。 

また、廃棄物処理法に基づき、毎年度一般廃棄物処理実施計画を策定し、具体的な施

策を実施します。 
 

 
図１－1 ごみ処理基本計画の位置づけ 

  



第３節 計画の期間 
 

計画の期間は、令和 5（2023）年度を初年度とし、令和 14（2032）年度までの

10 年間とします。 

 

  
図１－2 ごみ処理基本計画の経緯 

 

第４節 計画の対象範囲及び対象区域 
 

第１項 計画の対象範囲 
 

計画の範囲は、本組合に搬入された一般廃棄物の中間処理及び最終処分を主体と

しますが、構成市町の収集・運搬計画、排出抑制及び資源化に対する施策を網羅しま

す。 

計画の対象範囲は、図１－3 に示す一般廃棄物のうち、ごみに関する事項です。 

 

 
図１－3 廃棄物の区分 

 

第２項 計画の対象区域 
 

計画の対象区域は、構成市町全域とします。 

 

  



第２章 関連計画の状況 
 

第１節 愛知県が定める計画 
 

愛知県では、令和 4（2022）年 2 月に「愛知県廃棄物処理計画」を策定していま

す。計画の概要は表２－１に示すとおりです。 

 

表２－1 愛知県廃棄物処理計画の概要 
 

 

  



第２節 構成市町が定める計画 
 
（１）日進市  

日進市が定めている計画の概要は、表２－2～表２－4 に示すとおりです。 

 

表２－2 総合計画（日進市）の概要 
 

 

表２－3 環境基本計画（日進市）の概要 
 



 

表２－4 一般廃棄物処理基本計画（日進市）の概要 
 

 

  



（２）みよし市  
みよし市が定めている計画の概要は、表２－5～表２－7 に示すとおりです。 

 

表２－5 総合計画（みよし市）の概要 
 

 

表２－6 環境基本計画（みよし市）の概要 
 

  



 

表２－7 一般廃棄物処理基本計画（みよし市）の概要 
 

 

  



（３）東郷町  
東郷町が定めている計画の概要は、表２－8～表２－10 に示すとおりです。 

 

表２－8 総合計画（東郷町）の概要 
 

 

表２－9 環境基本計画（東郷町）の概要 
 



 

表２－10 一般廃棄物処理基本計画（東郷町）の概要 
 



第３節 本組合が定める計画 
 

本組合で定めている計画の概要は、表２－11 に示すとおりです。 

 

表２－11 一般廃棄物処理基本計画（尾三衛生組合）の概要 
 

 

  



第３章 地域の概況 
 

第１節 自然的状況 
 

第１項 位置及び地理的状況 
 

構成市町の位置は、図 3－1 に示すとおりです。 

組合圏域は、中部経済圏の中心都市である名古屋市と自動車産業を中心とした豊

田市の中間に位置し、名鉄豊田線、名古屋市営地下鉄、東名高速道路など、地理的・

社会的条件に恵まれ、通勤圏の適地として住宅化、商業化、工業団地の造成が活発で

あり、都市化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－1 構成市町の位置 

 

  

豊田市 



第２項 気象 
 

組合圏域の気候は、比較的穏やかとされています。 

過去５年間（平成 29（2017）年から令和３（2021）年）の降水量及び平均気

温は、表３－1 及び表３－2、月別年平均降水量及び平均気温は、図３－２に示すと

おりです。 

過去５年間の平均降水量は約 1,732mm、平均気温は 16.7℃となっています。 

令和３（2021）年は降水量が約 1,999mm、平均気温が 16.8℃となっています。 

 

表３－1 降水量 

 
 

表３－2 平均気温 

 
 

 
図３－2 月別年平均降水量及び平均気温（５年間平均） 



第２節 社会的状況 
 

第１項 人口動態 
 

組合圏域における人口及び世帯数の推移は、表３－3 及び図３－3 に示すとおり

です。 

組合圏域人口は、平成 24（2012）年度から令和３（2021）年度までの 10 年

間で 11,417 人（6.1％）、日進市は 7,677 人（9.0％）、みよし市は 2,077 人

（3.5％）、東郷町は 1,663 人（4.0％）増加しています。 

組合圏域世帯数は、10 年間で 10,426 世帯（14.6％）増加しています。 

 

表３－3 組合圏域人口及び世帯数 
 

 
 

 
図３－3 組合圏域人口及び世帯数の推移 

 

  



組合圏域の年齢別人口は、表 3－4 及び図３－4 に示すとおりです。 

幼少年人口が 30,687 人（15.5％）、生産年齢人口が 127,193 人（64.2％）、

老年人口が 40,121 人（20.3％）となっています。 

男女別では、男性が 99,717 人（50.4％）、女性が 98,284 人（49.6％）とな

っていますが、65 歳以上の老年人口では男性が 45.3％、女性が 54.7％となって

います。 

表３－4 組合圏域年齢別人口（令和３年度） 

 

 
図３－4 組合圏域年齢別人口（令和３年度） 



第２項 産業 
 

組合圏域の事業所数及び従業者数は、表３－5 に示すとおりです。 

事業所数が多い業種は、卸売業・小売業（22.3％）、製造業（11.8％）、医療・福

祉（10.9％）の順で、従業者数が多いのは製造業（28.7％）、卸売業・小売業（17.6％）、

医療・福祉（11.4％）の順となっています。 

 

表３－5 組合圏域事業所数及び従業者数（令和３年） 
 

 
 

  



第３節 土地利用状況 
 

組合圏域の地目別土地利用面積は、表 3－6 及び図 3－5 に示すとおりです。 

組合圏域内では、宅地が 27.7％と多く、次いで山林・原野・雑種地の 13.3％とな

っています。 

 

表３－6 組合圏域地目別土地利用面積（令和３年） 

  
 

  
図３－5 組合圏域地目別土地利用面積比率（令和３年） 

 

  



第４章 ごみ処理の現況 
 

第１節 ごみの分別区分及びごみ処理フロー 
 

第１項 ごみの分別区分 
 

構成市町のごみの分別区分は、表４－1 に示すとおりです。 

組合に搬入されるものとしては、可燃ごみ、金属、陶磁器・ガラス、乾電池・蛍光

管及び粗大ごみです。 

表４－1 分別区分（令和４年４月現在） 

〔組合関係〕  

 
〔構成市町独自関係〕  



第２項 ごみ処理フロー 
 

本組合に搬入されるごみの処理フローは、図４－1 に示すとおりです。 

可燃ごみは、東郷美化センターごみ焼却施設で焼却処理を行い、発生した焼却灰か

ら鉄類を回収しています。その後、焼却残渣（焼却灰、飛灰）は委託による最終処分

を行い、分別した鉄類と一部の焼却灰は資源化を行っています。 

金属、粗大ごみは、東郷美化センターリサイクルプラザで鉄類・廃家電等の資源物

を回収し、残ったものは破砕・選別処理を行います。処理後に発生する可燃物（可燃

性残渣）は東郷美化センターごみ焼却施設で焼却処理、不燃物（不燃性残渣）は委託

による最終処分を行い、鉄類とアルミ類については資源化を行っています。 

陶磁器・ガラスは、手選別のうえ陶磁器、ガラス及びガラスびんに分別し、資源化

を行っています。なお、陶磁器、ガラスについては、令和５（2023）年度から埋立

処分する予定となっています。 

また、乾電池及び蛍光管は、東郷美化センターに一時保管した後、資源化を行って

います。 

 

    

図４－1 ごみ処理フロー（組合搬入分）（令和 4 年 4 月現在） 

  



第２節 ごみ排出量の実績及びごみの性状 
 

第１項 ごみ排出量の実績 
 

過去５年間（平成 29（2017）年度～令和３（2021）年度）のごみ排出量の実績

を、以下に示します。 
 

（１）日進市  
日進市のごみ排出量実績は、表４－2 及び図４－2 に示すとおりです。ごみ総排

出量及び原単位とも、総体的に減少傾向を示しています。 
 

表４－2 ごみ排出量の実績（日進市） 
 

  

  
図４－2 ごみ排出量の推移（日進市） 



（２）みよし市  
みよし市のごみ排出量実績は、表４－3 及び図４－3 に示すとおりです。ごみ総

排出量及び原単位とも、総体的に減少傾向を示しています。 

 

表４－3 ごみ排出量の実績（みよし市） 
 

  
 

 
図４－3 ごみ排出量の推移（みよし市） 

 

  



（３）東郷町  
東郷町のごみ排出量実績は、表４－4 及び図４－4 に示すとおりです。ごみ総排

出量及び原単位とも、平成 29（2017）年度から令和２（2020）年度にかけて

ほぼ横ばいを示し、令和３（2021）年度に減少しています。 

 

表４－4 ごみ排出量の実績（東郷町） 
 

  
 

 
図４－4 ごみ排出量の推移（東郷町） 

 

  



（４）構成市町全体  
構成市町全体のごみ排出量実績は、表４－5 及び図４－5 に示すとおりです。ご

み総排出量及び原単位とも、総体的に減少傾向を示しています。 

 

表４－5 ごみ排出量の実績（構成市町全体） 
 

  

 
図４－5 ごみ排出量の推移（構成市町全体） 

 

  



第２項 ごみの性状 
 

過去５年間（平成 29（2017）年度～令和３（2021）年度）のごみの性状を以

下に示します。 

 
（１）可燃ごみの性状  

可燃ごみのごみ質分析結果は、表４－6、図４－６及び図４－７に示すとおりで

す。 

種類組成は、令和３（2021）年度において、紙・布類（52.2％）が多く、次

いでプラスチック・ビニール類（18.2％）、木・竹・わら類（18.1％）、ちゅう芥

類（6.7％）の順となっています。 

三成分では、令和３（2021）年度に、水分 42.8％、灰分 6.1％、可燃分 51.1％

となっています。低位発熱量は 10,675kJ/kg となっています。 

 

表４－6 可燃ごみのごみ質分析結果 
 

 
  



 
図４－6 可燃ごみの種類組成（令和３年度） 

 

 
図４－7 可燃ごみの三成分及び低位発熱量の推移 

 

  



（２）金属の性状  
金属のごみ質分析結果は、表４－7、図４－８及び図４－９に示すとおりです。 

種類組成は、令和３（2021）年度において、鉄類が 34.8％、プラスチック・

ビニール類が 23.7％、非鉄金属類 9.4％で、合わせて約７割を占めています。 

三成分では、令和３（2021）年度に、水分 4.2％、灰分 57.8％、可燃分 38.0％

となっており、低位発熱量は 12,000kJ/kg で、他の年度より高くなっています。 

なお、平成 30（2018）年度より不燃ごみを金属、陶磁器・ガラスとしての収

集へ変更しました。 

 

表４－7 金属のごみ質分析結果 
 

 
  



 
図４－8 金属の種類組成（令和３年度） 

 

 
図４－9 金属の三成分及び低位発熱量の推移 

 

  



（３）不燃物（金属・粗大ごみ破砕選別処理後の不燃残渣）の性状  
不燃物のごみ質分析結果は、表４－8、図４－１０及び図４－１１に示すとおり

です。 

種類組成は、令和３（2021）年度において、プラスチック・ビニール類が 19.7％

となっています。 

三成分では、令和３（2021）年度に、水分 3.7％、灰分 75.0％、可燃分 21.3％

となっており、低位発熱量は 4,800kJ/kg で、他の年度より低くなっています。 

 

表４－8 不燃物のごみ質分析結果 
 

 
  



 
図４－10 不燃物の種類組成（令和３年度） 

 

 
図４－11 不燃物の三成分及び低位発熱量の推移 

 

  



第３節 ごみ処理体制 
 

本組合では、搬入されたごみの中間処理（焼却処理や破砕・選別処理等）を行ってい

ます。ごみの収集・運搬については、構成市町で実施しています。 

ごみの処理体制は、図４－12 に示すとおりです。 

 

  
図４－12 ごみ処理体制（令和 4 年 4 月現在） 

 

※1 みよし市の組織機構改革により、令和 5（2023）年 4 月から「市民経済部 生活環

境課」へ名称が変更となります。 

※2 東郷町の組織機構改革により、令和 5（2023）年 4 月から「都市環境部 環境課」

へ名称が変更となります。 

  

※1 

※2 



第４節 収集・運搬の状況 
 

構成市町のごみの分別区分と排出形態は、表４－9 に示すとおりです。 

収集頻度は、可燃ごみが週 2 回と統一されていますが、金属類、陶磁器・ガラス、

びん・かんが月１回もしくは月 2 回の地域があります。 

排出形態については、可燃ごみ及び金属類が指定袋で統一されていますが、陶磁器・

ガラスは指定袋と収集容器の地域があります。 

 

表４－9 排出形態等 
 

 
  

 



第５節 中間処理の状況 
 

中間処理は本組合「東郷美化センター」にて、可燃ごみの焼却処理、金属及び粗大ご

み等の破砕・選別処理を行っています。 

 
第１項 東郷美化センターの位置 

 
東郷美化センターの施設平面配置図は、図４－13 に示すとおりです。 
 

  
図４－13 施設平面配置図 

 

  

場所:愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字百々51 番地 23 
敷地面積:77,897.25ｍ2 

資源回収ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 



第２項 ごみ焼却施設の状況 
 

（１）施設概要  
ごみ焼却施設の概要は表４－10 に、処理フローは図４－14 に示すとおりです。 

概ね令和 11（2029）年度まで稼働を目的とした『ごみ焼却施設基幹的設備改

良工事』を平成 27（2015）年度より 5 か年をかけて実施しました。 

 

表４－10 ごみ焼却施設の概要 
 

 

 
図４－14 ごみ焼却施設のフロー 

 

  



（２）処理実績  
焼却の対象となるものは、可燃ごみ、破砕・選別後の可燃物、可燃性粗大ごみ及

び草ごみであり、ごみ焼却施設によって、焼却残渣（焼却灰、飛灰）に減容化して

います。 

過去５年間（平成 29（2017）年度～令和 3（2021）年度）の焼却処理量及

び焼却残渣量の実績は、表４－11 及び図４－15 に示すとおりです。処理量は平

成 30（2018）年度に減少しましたが、それ以降は増加傾向を示しており、令和

3（2021）年度の焼却処理量は 51,542ｔとなっています。 

 

表４－11 焼却処理量及び焼却残渣量の実績 
 

 
 

 
図４－15 焼却処理量及び焼却残渣量の推移 

 

  



第３項 リサイクルプラザの状況 
 

（１）施設概要  
リサイクルプラザの概要は表４－12 に、金属及び粗大ごみの処理フローは図４

－16 に示すとおりです。 

リサイクルプラザには金属缶（８ｔ/5h）・ガラスびん（12ｔ/5h）の選別設備

がありましたが、老朽化によりガラスびんの処理設備は平成 28（2016）年度か

ら、金属缶の処理設備は平成 29（2017）年度から停止しています。 

また、平成 30（2018）年度から分別の変更に伴い、陶磁器・ガラスの破砕処

理を停止しました。 

 

表４－12 リサイクルプラザの概要 
 

 

 
図４－16 金属及び粗大ごみの処理フロー 

 

  



（２）処理実績  
処理の対象となるものは、金属及び粗大ごみであり、手選別により資源となるも

のを回収し、残ったものは破砕機で破砕し、選別機によって可燃物、不燃物、鉄類、

アルミ類に分けられます。 

過去５年間（平成 29（2017）年度～令和 3（2021）年度）の処理量実績及

び内訳は、表４－13 及び図４－17 に示すとおりです。平成 30（2018）年度

から分別の変更により陶磁器・ガラスの破砕処理を停止したこと、硬質プラスチッ

クを可燃ごみとしての収集に変更したことに伴い、処理量は平成 30（2018）年

度に減少しましたが、それ以降はほぼ横ばいとなっており、令和 3（2021）年度

には 1,931ｔとなっています。 

処理量の内訳を見ると、令和 3（2021）年度では、可燃物が 772ｔ（40.0％）、

不燃物が 310ｔ（16.1%）、鉄類が 364ｔ（18.8％）、アルミ類が 60ｔ（3.1％）、

手選回収等が 425ｔ（22.0％）となっています。 

 

表４－13 金属及び粗大ごみ処理量の実績 
 

 
 

 
図４－17 金属及び粗大ごみ処理量の推移 

  



第４項 資源回収ストックヤードの状況 
 

（１）施設概要  
資源物の回収・保管を行う施設で、概要は表４－14 に示すとおりです。 

 

表４－14 資源回収ストックヤードの概要 
 

 
（２）回収実績  

ペットボトルを令和 2（2020）年 10 月から、電子タバコを令和 3（2021）

年 4 月から回収品目に追加し、現在 28 品目を回収しています。資源回収ストッ

クヤードの回収実績は、表４－15 に示すとおりです。 

 

表４－15 資源回収ストックヤードの回収実績 
 

 
 

第５項 エコサイクルプラザの状況 
 

（１）施設概要  
リサイクル品の修理や展示室、研修室などを備え、管理事務所と兼用の施設

で、概要は表４－16 に示すとおりです。 

 

表４－16 エコサイクルプラザの概要 
 

  



第６節 最終処分の状況 
 

中間処理後に最終処分されるものは、焼却残渣（焼却灰、飛灰）と不燃物（不燃性

残渣）です。これらの処分は外部に委託していますが、焼却残渣（焼却灰）の一部は

セメント原料や、焼成・加工のうえ路盤材等として資源化しています。 

焼却残渣の埋立物は、現在、公益財団法人愛知臨海環境整備センター、公益財団法

人豊田加茂環境整備公社及び民間施設で埋立処分しています。 

過去５年間（平成 29（2017）年度～令和 3（2021）年度）の最終処分量（埋

立処分）の実績は、表４－17 及び図４－18 に示すとおりです。近年は焼却残渣の

資源化に努めていることから、減少傾向を示しており、令和３（2021）年度は 4,299

ｔとなっています。 

 

表４－17 最終処分量（埋立処分）の実績 
 

 
 

 
図４－18 最終処分量（埋立処分）の推移 

 

  



第７節 温室効果ガス排出量の状況 
 

本組合から排出される温室効果ガスの要因は、エネルギー起源による排出と非エネ

ルギー起源による排出があります。エネルギー起源によるものとしては、本組合で使用

している灯油・電気の使用等があります。非エネルギー起源によるものとしては、廃棄

物中のプラスチック・ビニール類の焼却によるものがあります。 

過去５年間（平成 29（2017）年度～令和３（2021）年度）の温室効果ガス排出

量の実績は、表４－18 及び図４－19 に示すとおりです。温室効果ガス総排出量は減

少傾向を示しており、令和３（2021）年度に 21,464ｔ-CO2 となっています。 

 

表４－18 温室効果ガス排出量の実績 

  
 

 
図４－19 温室効果ガス排出量の推移 

 



第８節 ごみ処理経費の状況 
 

過去５年間（平成 29（2017）年度～令和３（2021）年度）のごみ処理経費は、

表４－19 及び図４－20 に示すとおりです。 

１ｔ当たりのごみ処理経費は、増減を繰り返しており、令和３（2021）年度は

21,608 円となっています。 

また、1 人当たりのごみ処理経費も、増減を繰り返しており、令和３（2021）年度

は 5,512 円となっています。 

 

表４－19 ごみ処理経費の実績 
 

 
 

 
図４－20 ごみ処理経費の推移 

  



第９節 ごみ処理の評価 
 

第１項 ごみ処理システムの評価 
 

廃棄物処理の状況を評価するために、「市町村における循環型社会づくりに向けた

一般廃棄物処理システムの指針」（平成 19（2007）年６月[平成 25（2013）年

４月改訂] 環境省）の考え方に基づき、構成市町のごみ処理状況について類似市町

村との比較を行います。 

 
 

類似市町村は、都市形態区分・人口・産業構造が類似している市町村であり、類

似市町村の抽出は総務省が提示している類似団体別市町村財政指数表の類型（平成

17（2005）年６月 22 日付総務省自治財政局長通知総務第 106 号「団体間で比

較可能な財政情報の開示について」）に準拠しています。 

都市類型は、表４－20 に示すとおりであり、日進市は『都市Ⅱ－３』、みよし市

は『都市Ⅱ－２』、東郷町は『町村Ⅴ－２』に該当します。 

 

表４－20 構成市町の都市類型の概要 
 

 

 

第２項 評価の総評 
 

構成市町のごみ処理システム評価を次の（１）～（３）に示します。 

・｢人口一人一日当たりごみ総排出量｣は、みよし市及び東郷町は類似市町村平均と

同等の値を示し、日進市は類似市町村平均より優れています。 

・｢廃棄物からの資源回収率｣は、東郷町は類似市町村平均と同等の値を示し、日進

市及びみよし市は類似市町村平均より優れています。 

・｢廃棄物のうち最終処分される割合｣は、みよし市が類似市町村平均より若干劣っ

ていますが、日進市及び東郷町は類似市町村平均より優れています。 

・｢人口一人当たり年間処理経費｣は、みよし市が類似市町村平均より劣っています

が、日進市及び東郷町は類似市町村平均より優れています。 

・｢最終処分減量に要する費用｣は、みよし市が類似市町村平均より劣っています

が、日進市及び東郷町は類似市町村平均より優れています。 
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（１）日進市  
日進市の類似市町村との比較は、図４－21 に示すとおりです。 

全ての項目において類似市町村平均より優れています。特に｢廃棄物からの資源

回収率｣、｢廃棄物のうち最終処分される割合｣は大変優れています。 
 

 
＊図は指数で示したもので、類似市町村平均である五角形より外側に位置するほど良い状況といえます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

注）図中の上段｢－｣は最低値、中段｢－｣

は平均値、下段｢－｣は最高値を示し、

｢〇｣は日進市を示します。 
 
 

 

図４－21 類似市町村との比較（日進市） 
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資料：令和3年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（令和2年度実績）
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（２）みよし市 
みよし市の類似市町村との比較は、図４－22 に示すとおりです。 

｢人口一人一日当たりごみ総排出量｣は、類似市町村平均と同等の値を示してい

ます。｢廃棄物からの資源回収率｣は類似市町村平均より優れていますが、｢廃棄物

のうち最終処分される割合｣、｢人口一人当たり年間処理経費｣及び｢最終処分減量

に要する費用｣は劣っています。 

  
＊図は指数で示したもので、類似市町村平均である五角形より外側に位置するほど良い状況といえます。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

注）図中の上段｢－｣は最低値、中段｢－｣

は平均値、下段｢－｣は最高値を示し、

｢〇｣はみよし市を示します。 
 
 

 

図４－22 類似市町村との比較（みよし市） 
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資料：令和3年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（令和2年度実績）
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（３）東郷町  
東郷町の類似市町村との比較は、図４－23 に示すとおりです。 

｢人口一人一日当たりごみ総排出量｣及び｢廃棄物からの資源回収率｣は、類似市

町村平均と同等の値を示し、｢廃棄物のうち最終処分される割合｣、｢人口一人当た

り年間処理経費｣及び｢最終処分減量に要する費用｣は類似市町村平均より優れて

います。 

 
＊図は指数で示したもので、類似市町村平均である五角形より外側に位置するほど良い状況といえます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

注）図中の上段｢－｣は最低値、中段｢－｣

は平均値、下段｢－｣は最高値を示し、

｢〇｣は東郷町を示します。 
 
 

 
図４－23 類似市町村との比較（東郷町） 
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資料：令和3年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（令和2年度実績）



第３項 「第２期 ごみ処理基本計画」の達成状況 
 

（１）目標値の達成状況  
「第２期 ごみ処理基本計画」（平成 29（2017）年３月策定）の目標値は、表

４－21 に示すとおりです。 

令和３（2021）年度実績において、焼却残渣 6,372ｔのうち、2,392ｔは資

源化を行っていることから、不燃物等を含めた最終処分量（埋立処分）は 4,299

ｔであり、令和３（2021）年度時点で目標を達成しています。 
 

表４－21 「第２期 ごみ処理基本計画」の目標値 
 

 
 

（２）施策等の進捗・実施状況  
本組合は、構成市町において収集・運搬されたごみを中間処理しています。中間

処理については、適正な中間処理の推進等の検討を行ってきました。 

また、最終処分においては、資源化に取り組むとともに適正な最終処分を推進し

てきました。 

第２期ごみ処理基本計画の基本方針は、図４－24 に示すとおりです。 

 

 
図４－24 第 2 期ごみ処理基本計画の基本方針 

 

  



前計画の施策等についての進捗状況を、以下に整理します。 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



第４項 国及び県目標値の達成状況 
 

国や県の目標値を整理すると、表４－22 に示すとおりです。 

・｢ごみ排出量｣は、県の目標に対し、令和８（2026）年度までに 1,632ｔの削

減が必要です。 

・｢１人１日当たりのごみ排出量｣は現状において国の目標を達成できています。 

・｢１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（資源等除く）｣は、国の目標に対し、令和

７（2025）年度までに 52ｇ/人･日の削減が必要です。 

・｢再生利用率｣は約 22％であり、わずかに目標を達成できていません。 

・｢最終処分量｣は、現状において県の目標を達成できています。 
 

表４－22 国や県の目標値 
 

  
 

■国の目標値が設定されているもの 

〇廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るための基本的な方針（以下、「国の基本方針」という。） 

※令和２（2020）年度以降は改定は行われていない。 

〇第四次循環型社会形成推進基本計画（平成 30（2018）年６月改正） 

■県の目標値が設定されているもの 

〇愛知県廃棄物処理計画（令和４（2022）年２月策定） 

 

  



【( )内数値の算出根拠】 

国の基本方針のごみ排出量目標： 

組合圏域のごみ排出量[平成 24（2012）年度] 

＝ 63,893ｔ/年（前ごみ処理基本計画より） 

12％削減：63,893ｔ/年－7,667ｔ/年（12％）＝ 56,226ｔ/年 

 

国の基本方針の最終処分量目標： 

組合圏域の最終処分量[平成 24（2012）年度] 

＝ 7,700ｔ/年（前ごみ処理基本計画より） 

14％削減：7,700ｔ/年－1,078ｔ/年（14％）＝ 6,622ｔ/年 

 

愛知県廃棄物処理計画のごみ排出量目標： 

組合圏域のごみ排出量[令和元（2019）年度] ＝ 62,568ｔ/年（【ｐ23】表４－5

参照） 

６％削減：62,568ｔ/年－3,754ｔ/年（６％）＝ 58,814ｔ/年 

 

愛知県廃棄物処理計画の最終処分量目標： 

組合圏域の最終処分量[令和元（2019）年度] ＝ 5,731ｔ/年（【ｐ38】表４－17

参照） 

４％削減：5,731ｔ/年－229ｔ/年（４％）＝ 5,502ｔ/年 

 

  



第５章 ごみ処理行政の動向 
 

第１節 国や愛知県のごみ処理行政の動向 
 

第１項 国のごみ処理行政の動向 
 

（１）循環型社会の形成 

平成 12（2000）年に循環基本法が制定され約 20 年が経過し、その間各種法

体系の整備や３Ｒの推進等により、循環型社会に向けた取り組みが進められてい

ます。 

このような中、平成 30（2018）年６月、循環基本法に基づく第４次循環型社

会形成推進基本計画が閣議決定され、同計画では「持続可能な社会づくりとの統合

的な取組」を始め、「ライフサイクル全体での徹底的な資源循環」や「適正処理の

更なる推進と環境再生」、「万全な災害廃棄物処理体制の構築」など、７つの柱ごと

に将来像、取り組み、指標が示されました。 

 

（２）発生抑制とリサイクルの推進 

食品ロスの削減に関しては、令和元（2019）年 10 月に食品ロスの削減の推進

に関する法律が施行され、令和２（2020）年３月に示された基本方針では、家庭

系食品ロス及び事業系食品ロスを平成 12（2000）年度比で令和 12（2030）

年度までに食品ロス量の半減を目指すこととしています。 

リサイクルの推進に関しては、資源有効利用促進法をはじめとした各種リサイ

クル法が制定され、個別物品の特性に応じた取り組みや規制が行われてきました。

また、令和元（2019）年５月にプラスチック資源循環戦略が策定され、同年 12

月に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律の関係省令が改正

され、令和２（2020）年７月から全国一律でプラスチック製買物袋（レジ袋）が

有料化されました。さらに 令和３（2021）年６月にプラスチック資源循環促進

法が成立しました。こうした各種リサイクル法の整備や見直しにより循環型社会

の形成に向けた取り組みが進められています。 

 

（３）廃棄物の適正処理 

廃棄物の適正処理に関しては、廃棄物処理法の数次にわたる改正が行われ、近年

の大きな改正では平成 29（2017）年 6 月に廃棄物の不適正処理への対応の強

化、有害使用済機器の適正な保管等の義務付け、親子会社間における自ら処理でき

る範囲の拡大、水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀廃棄物対策等を行うことを

内容とする改正が行われました。 

なお、廃棄物処理法に基づき定められている「国の基本方針」については、平成

28（2016）年 1 月に示されており、令和２（2020）年 3 月には環境省から令

和７（2025）年度の参考となる数値目標が示されています。 

 



第２項 愛知県のごみ処理行政の動向 
 

廃棄物処理を巡る課題等を踏まえつつ、できる限り廃棄物の発生を抑制する、排出

された廃棄物については再使用・再生利用・熱回収の順にできる限り循環的な利用を

行う、最終的に廃棄物となるものは適正に処理する、という基本認識は堅持しなが

ら、循環型社会の形成を目指すものとされています。 

具体的には、一般廃棄物（ごみ）の分野では、県民一人一人が取り組みやすい目標

を設定することなどにより、県民の自主的な環境配慮行動（エコアクション）を促進

するものとされています。 

また、社会的な問題となっているプラスチックごみや食品ロスについて、普及啓発

等を通じて、県民、事業者、行政が一体となった削減に向けた取組を促進するものと

されています。 

循環ビジネスの振興支援においては、製品を利用・廃棄する静脈側の事業者を中心

に支援を行ってきましたが、今後は、設計・製造の段階におけるリサイクルや廃棄物

削減を推進する必要があるため、動脈側の事業者にも支援を拡充していき、サーキュ

ラーエコノミー＊への転換を進めるとともに、社会的な問題となっているプラスチッ

クなどを循環利用する新たなビジネスモデルの構築を目指していくものとされてい

ます。 

さらに、本県は歴史的に見てもしばしば大地震に襲われており、また、近年では、

異常気象による台風の大型化等に伴う水害や、南海トラフ地震等により、大きな被害

が予想されることから、災害時における迅速かつ適正な廃棄物処理体制の構築・強化

に努めていくものとされています。 

＊製品の製造から消費・リサイクルまでの各段階で 資源投入量と廃棄物発生量を限りな

く小さくする経済の仕組みのことである。  
 

  



第２節 広域化計画 
 

愛知県の広域化計画の概要は表５－1 に、尾張東部・尾三地域の広域化計画の概要は

表５－2 に示すとおりです。 

 

表５－1 愛知県の広域化計画の概要 
 

 

  



表５－2 尾張東部・尾三地域の広域化計画の概要 
 

 

  



第６章 課題の抽出・整理 
 

第１節 排出抑制・資源化に関する課題 
 

・ごみ総排出量、原単位ともに減少傾向を示しています（【ｐ23】表４－5 及び図４－

5 参照）。構成市町では、３Ｒの推進や食品ロス削減の啓発を行っていますが、さら

なる減量化・資源化に向け、ごみの発生・排出抑制や資源化を図る必要があり、組合

は構成市町の施策に協力・支援を行っていく必要があります。 

 

第２節 中間処理に関する課題 
 

・ごみ焼却施設は、平成９（1997）年 12 月の稼働開始から 25 年が経過し、概ねの

延命化目標年度である令和 11（2029）年度には稼働後 32年が経過することから、

新規施設整備の検討が必要です。ごみ排出量の削減や設備の老朽化にも配慮して、今

後も適正な維持管理のもと、施設機能の保持に努めていきます。 

 また、新たな施設整備においては、食品ロスやプラスチック分別によるごみ量・ごみ

質の変化が想定されるため、状況の把握に努める必要があります。 

・リサイクルプラザは、平成 11（1999）年３月の稼働開始から 24 年が経過し、設

備の老朽化がみられます。ごみ焼却施設同様、今後も適正な維持管理のもと、施設機

能の保持に努めていきます。 

 

第３節 最終処分に関する課題 
 

・最終処分量は、令和３（2021）年度時点で第２期ごみ処理基本計画の目標を達成し

ていますが（【ｐ45】表４－21 参照）、処分量の更なる削減に向け、処理後残渣の減

量化・減容化はもとより、ごみそのものの発生・排出抑制や資源化に努めていく必要

があり、本組合のホームページを活用するなど、構成市町とともに広報啓発に努めて

いく必要があります。 

 

  



第７章 基本方針 
 

本組合の業務は、構成市町において収集・運搬されたごみを中間処理し、中間処理に

よって発生した焼却残渣及び不燃物（不燃性残渣）を最終処分することです。 

組合における基本方針は、図７－1 に示すとおり、中間処理は「適正な中間処理の推

進」、最終処分については「適正な最終処分の推進」とします。 

 

  

図７－1 ごみ処理の基本方針 

  



第１節 適正な中間処理の推進 
 

ごみの中間処理は、排出されるごみを衛生的に処理し、住民の生活環境を保持するこ

とが必要です。 

そのため、処理方法及び処理施設が環境に十分配慮されたものであり、かつ将来に亘

り安定的に継続されることが重要です。 

また、循環型社会の形成推進が必要であることから、資源物回収量の増加を図り、回

収した資源物の適正管理に努めます。 

ごみの中間処理については、以下の取組を推進するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２節 適正な最終処分の推進 
 

最終処分場の確保は、安定的なごみの処分を行う上で重要な課題ですが、新規最終処

分場の施設整備は困難な状況です。 

このため、現在は公益財団法人や民間事業者が運営・管理する最終処分場で埋立処分

を行っています。 

 

 

  



第８章 ごみ発生量及び処理量の見込み 
 

第１節 将来人口 
 

将来人口は、表８－1 及び図８－1 に示すとおりです。 

将来人口は、構成市町で独自に予測していることから、本計画ではこの予測人口を採

用し、組合圏域の将来人口とします。 

計画目標年度である令和 14（2032）年度は、日進市 100,074 人、みよし市が 64,426

人、東郷町が 45,669 人の合計 210,169 人と見込まれます。 

 

表８－1 人口実績及び将来人口 
 

 
 

  
図８－1 人口実績及び将来人口 

  



第２節 ごみ発生量及び処理量の見込み（施策現状維持の場合） 
 

第１項 ごみ発生量の見込み（施策現状維持の場合） 
 

ごみ発生量の見込み（施策現状維持の場合）は、表８－2 及び図８－2 に示すとお

りです。 

人口が増加していることもあり、組合搬入量は令和 14（2032）年度に 54,503

ｔ/年となり、現状（令和３（2021）年度）より 3,996ｔ/年の増加となります。 

なお、資源化量については民間の資源回収拠点が増加しており、住民が排出してい

る実際の資源回収量は見込みより多いと予想されます。 

 

表８－2 ごみ発生量の見込み（施策現状維持の場合） 
 

 
 

  
図８－2 ごみ発生量の見込み（施策現状維持の場合） 

 



第２項 中間処理量の見込み（施策現状維持の場合） 
 

中間処理量の見込み（施策現状維持の場合）は、表８－3 及び図８－3 に示すとお

りです。 

人口増加によってごみ排出量が増加するため、焼却処理量も増加する見込みで、令

和 14（2032）年度に 55,726ｔ/年となります。 

金属・粗大ごみ処理量は、家庭系粗大ごみが減少する見込みで、令和 14（2032）

年度に 1,729ｔ/年となります。 

 

表８－3 中間処理量の見込み（施策現状維持の場合） 
 

  
 

  
図８－3 中間処理量の見込み（施策現状維持の場合） 

 

  



 
第３項 最終処分量の見込み（施策現状維持の場合） 

 
最終処分量の見込み（施策現状維持の場合）は、表８－4 及び図８－4 に示すとお

りです。 

ごみ排出量が増加することによって、焼却残渣量が増加する見込みです。令和５

（2023）年度より、陶磁器、ガラスを埋立処分に変更することにより、さらに最終

処分量が増加します。 

 

表８－4 最終処分量の見込み（施策現状維持の場合） 
 

 
  

  
図８－4 最終処分量の見込み（施策現状維持の場合） 

 

  



第４項 資源化量の見込み（施策現状維持の場合） 
 

資源化量の見込み（施策現状維持の場合）は、表８－5 及び図８－5 に示すとおり

です。 

ごみ排出量の増加に伴って、中間処理後の資源化量は増加する見込みです。市町の

資源回収については、市町独自処理（資源）は増加し、集団回収は減少する見込みで

す。令和 14（2032）年度の総資源化量は 13,525ｔで、リサイクル率（構成市町

全体）は 21.0％となります。 

 

表８－5 資源化量の見込み（施策現状維持の場合） 
 

 
 

  
図８－5 資源化量の見込み（施策現状維持の場合） 

 

  



第３節 構成市町の排出抑制等の数値目標 
 

ごみ排出抑制・減量化等の目標は、表８－6 に示す構成市町一般廃棄物処理基本計画

の目標値を基本的に踏襲するものとします。 

 

表８－6 構成市町一般廃棄物処理基本計画の目標値 
 

 
 

 

  



第４節 ごみ発生量及び処理量の見込み（目標達成時の場合） 
 

第１項 ごみ発生量の見込み（目標達成時の場合） 
 

ごみ発生量の見込み（目標達成時の場合）は、｢第２節 ごみ発生量及び処理量の見

込み（施策現状維持の場合）｣から｢第３節 構成市町の排出抑制等の数値目標｣を考慮

した場合の量であり、その結果は表８－7 及び図８－6 に示すとおりです。 

ごみの排出抑制や食品ロス等の生ごみ減量化等の施策により、令和 14（2032）

年度の組合搬入量は 50,236ｔ/年となり、現状（令和３（2021）年度）より 271

ｔ/年の減少、施策現状維持の場合より 4,267ｔ/年の減少となります。 

 

表８－7 ごみ発生量の見込み（目標達成時の場合） 
 

 
 

  
図８－6 ごみ発生量の見込み（目標達成時の場合） 

 
 



第２項 中間処理量の見込み（目標達成時の場合） 
 

中間処理量の見込み（目標達成時の場合）は、表８－8 及び図８－7 に示すとおり

です。 

中間処理量は、プラスチック等の資源化の取組の実施により、減少する見込みです。

令和 14（2032）年度の焼却処理量は 51,097ｔ、金属・粗大ごみ処理量は 1,729

ｔとなります。 

 

表８－8 中間処理量の見込み（目標達成時の場合） 
 

 
 

  
図８－7 中間処理量の見込み（目標達成時の場合） 

 

  



第３項 最終処分量の見込み（目標達成時の場合） 
 

最終処分量の見込み（目標達成時の場合）は、表８－9 及び図８－8 に示すとおり

です。 

ごみ排出抑制や資源化の取組によって焼却残渣埋立量は減少しますが、令和５

（2023）年度より、陶磁器、ガラスを埋立処分に変更することにより、最終処分量

は令和 3（2021）年度より増加する見込みです。令和 14（2032）年度の最終処

分量は 4,533ｔになります。 

 

表８－9 最終処分量の見込み（目標達成時の場合） 
 

  
 

  
図８－8 最終処分量の見込み（目標達成時の場合） 

 

  



第４項 資源化量の見込み（目標達成時の場合） 
 

資源化量の見込み（目標達成時の場合）は、表８－10 及び図８－9 に示すとおり

です。 

構成市町の資源分別の徹底やプラスチック製品の分別開始等により、総資源化量

は増加する見込みです。令和 14（2032）年度の総資源化量は 14,499ｔ、リサイ

クル率（構成市町全体）は 23.8％となります。 

 

表８－10 資源化量の見込み（目標達成時の場合） 
 

 
 

  
図８－9 資源化量の見込み（目標達成時の場合） 

 

  



第５節 本計画での目標値 
 

本組合の主たる業務は中間処理及び最終処分であり、ごみの排出抑制・リサイクルは

主に構成市町が担っています。そのため、本計画での目標は最終処分量とします。 

『愛知県廃棄物処理計画』（令和４（2022）年２月）では、「最終処分量は令和元

（2019）年度に対し、約４％削減（令和８（2026）年度）」が目標となっています。 

本組合では、構成市町の排出抑制方策の取組や、焼却灰の資源化により、表８－11

に示すように、令和 14（2032）年度に令和元（2019）年度比で、約 20％の最終

処分量を削減することを目標とします。 

目標達成時の最終処分量の内訳は、表８－12 に示すとおりです。令和 14（2032）

年度に 1,198ｔ、20.9％の削減となります。 

 

表８－11 本計画での目標 
 

 

 

 

 

 

表８－12 最終処分量の内訳 
 

 
 

  



第９章 ごみ排出抑制・資源化等の施策 
 

ごみ排出抑制方策は、基本的に構成市町が主体となって取り組むこととします。本組合

は、構成市町の取組に協力や支援を行っていきます。 

 

第１節 組合の役割 
  

 

 

  



第２節 構成市町の施策 
 

構成市町は、下記に示すとおり令和３（2021）年度に「一般廃棄物処理基本計画」

の見直しを行っており、ごみ排出抑制方策についても見直しを行っています。ごみ排出

抑制・資源化等の施策を整理するにあたり、図９－1 に示す項目ごとに整理します。 
 

 

  
図９－1 排出抑制方策の体系図 

 

第１項 ごみの発生・排出抑制の推進（リデュース） 
  

 

  



 

第２項 再使用や再生品利用の推進（リユース） 
  

 

 

  



第３項 資源化の推進（リサイクル） 
  

 

 

 



第４項 意識啓発・環境学習の推進 
  

 

 

 

  



第１０章 将来のごみ分別区分 
 

将来の分別区分は、表１０－1 に示すとおり基本的に現状どおりですが、構成市町で

は、プラスチック資源循環促進法の施行に伴い、プラスチック製品の分別収集を計画して

います。 
 

表１０－1 将来の分別区分 

〔組合関係〕  

 
〔構成市町独自関係〕  

 



第１１章 ごみの適正処理計画 
 

第１節 中間処理計画 
 

第１項 中間処理に関する目標 
 

適正な運転管理による安定的なごみ処理を行い、処理において環境負荷の低減を

図っていきます。また、施設周辺の生活環境や事業活動に支障が生じることがないよ

う、適切な維持管理を継続していきます。 

施設の長期利用に向け、ごみそのものの排出抑制や資源化に向け、構成市町ととも

に、住民や事業者のごみに対する意識の向上を図っていきます。 
 

第２項 処理主体 
 

中間処理は、施設の広域化・集約化するまでは、引き続き組合が主体となって行っ

ていきます。 
 

第３項 中間処理方法 
 

中間処理方法として、将来のごみ処理フロー（組合搬入分）を示すと図１１－1 に

示すとおりです。令和５（2023）年度から陶磁器、ガラスは埋立処分に変更となり

ます。 
 

   
図１１－1 将来のごみ処理フロー（組合搬入分）（令和５年度より） 



第４項 中間処理量 
 

中間処理量の見込みは、表１１－1 に示すとおりです。令和 14（2032）年度の

焼却処理量は 51,097ｔ/年となる見込みで、現状（令和３（2021）年度）より 445

ｔの減量となります。金属・粗大ごみ処理量は 1,729ｔ/年となる見込みで、現状よ

り 202ｔの減量となります。 

 

表１１－1 中間処理量の実績及び見込み 
 

 
 

第２節 最終処分計画 
 

第１項 最終処分に関する目標 
 

中間処理等で適正な処理を行った後、最終的に残ったもの（残渣）を無害化・安定

化を図り、最終処分量の減量化・減容化に努めていきます。 

 
第２項 処分主体 

 
引き続き組合が主体となって行っていきます。最終処分は、今後も公益財団法人や

民間事業者が運営・管理する最終処分場での埋立処分を行っていきます。 

 
第３項 最終処分量 

 
最終処分量の見込みは、表１１－2 に示すとおりです。令和 14（2032）年度の

最終処分量は 4,533ｔ/年となる見込みです。 

 

表１１－2 最終処分量の実績及び見込み 
 

  
  



第１２章 ごみ処理施設の整備計画 
 

平成 9（1997）年 12 月より稼働のごみ焼却施設は、概ね令和 11（2029）年度ま

で稼働を目的とした『ごみ焼却施設基幹的設備改良工事』を平成 27（2015）年度より

5 か年をかけて実施しました。 

尾張東部・尾三地域の広域化計画では、令和 43（2061）年度までは尾三衛生組合東

郷美化センターと尾張東部衛生組合晴丘センターごみ焼却施設の相互支援により２施設

体制で運営し、令和 44（2062）年度に集約１施設としての新規施設の竣工・供用を開

始することを目指しています（【ｐ53】表５－2 参照）。 

そのため、令和 43（2061）年度までは本組合単独での処理が必要であることから、

尾張東部・尾三地域の広域化計画では、尾三衛生組合は令和 12（2030）年度までに単

独で新規施設竣工を目指すとしていましたが、改めて既存施設の再延命化も視野に入れ

た検討をするため、令和４（2022）年３月に「施設整備検討業務報告書」を作成し、今

後の施設整備方針について構成市町と協議を重ねてきました。その結果、新規施設稼働に

向けて整備していくことで同意を得たことから、令和５（2023）年度より、新規施設稼

働に向けた各種計画の策定を開始し、表１２－1 に示す概略スケジュールを基に、令和

16（2034）年度の新規施設竣工を目指すこととなっています。 

 

表１２－1 施設整備の概略スケジュール 
 

 

 

  



第１３章 その他の計画 
 

第１節 災害廃棄物対策 
 

本組合施設の被害状況を踏まえ、災害に対する危機管理体制の充実・強化を図るとと

もに、愛知県や構成市町と連携し、災害発生時における災害廃棄物処理の適正かつ円滑

な対応に努めていきます。 

そのため、構成市町の災害廃棄物処理計画を踏まえ、本組合の「災害・事故対応計画」

の見直しを行い、構成市町で発生する災害廃棄物を適切かつ迅速に受入・処理できるよ

う備えます。 

 

第２節 地球温暖化対策 
 

本組合では、平成 13（2001）年 12 月に「尾三衛生組合地球温暖化対策実行計画

（以下「前計画」という。）」を策定し、「資源・エネルギーの節約」、「廃棄物の発生抑

制」、「環境汚染物質の排出抑制」により、地球温暖化の防止に向けた取組を進めていま

す。 

平成 28（2016）年には、地球温暖化対策計画（平成 28（2016）年 5 月 13 日

閣議決定）が策定され、令和元（2019）年には、「パリ協定に基づく成長戦略として

の長期戦略（令和元（2019）年 6 月 11 日閣議決定）」により、長期的な目標として、

令和 32（2050）年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すとされました。

その後、令和 2（2020）年 10 月には、令和 32（2050）年までに温室効果ガスの

排出量を実質ゼロとする目標（カーボンニュートラル）を表明しました。 

このカーボンニュートラル実現のため、令和 3（2021）年 4 月に政府の地球温暖

化対策推進本部の会合で令和 12（2030）年までの二酸化炭素排出量削減目標を、パ

リ協定後に国連に提出した削減目標である平成 25（2013）年比 26%減から大幅に

引き上げた平成 25（2013）年度比 46％減とする新目標を発表しました。 

これを受けて、前計画の内容等を見直し、「尾三衛生組合地球温暖化対策実行計画（第

２期）（事務事業編）」を策定しました。 

温室効果ガスの総排出量の削減目標は、表１３－1 に示すとおりです。 

 

表１３－1 温室効果ガス総排出量の削減目標 

 
 



今後は、プラスチック製品の分別収集について構成市町と連携を図り、更なる温室効

果ガス排出量の削減に努めていきます。 

また、ごみ焼却施設の建替えの際には、温室効果ガス排出量を抑制し、ごみ処理分野

における地球温暖化防止に寄与するため、高効率発電設備を導入するなど余熱利用を

積極的に検討します。 
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